
議会からのお知らせ
大
規
模
災
害
の
発
生
時
に
備
え
て

　

市
議
会
で
は
、
市
と
同
様
に
、「
下
関

市
議
会
業
務
継
続
計
画（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）」を

平
成
30
年
12
月
に
定
め
、
大
規
模
な
災
害

発
生
時
で
も
適
切
な
業
務
執
行
を
行
い
、

被
害
の
拡
大
防
止
や
議
会
機
能
の
早
期
回

復
を
図
る
体
制
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　
議
会
・
議
員
の
役
割
と
し
て
は
、
市
災

害
対
策
本
部
が
迅
速
か
つ
適
切
な
災
害
対

応
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
必
要
な
協
力
・

支
援
を
行
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
地
域
の
被
災
状
況
な
ど

の
情
報
を
整
理
し
、
市
災
害
対
策
本
部
へ

提
供
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
情
報
整

理
に
は
１
カ
所
に
情
報
を
集
約
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
下
関
市
議
会
災
害
対

策
会
議
を
設
置
し
、
収
集
・
整
理
し
た
情

報
を
市
災
害
対
策
本
部
へ
提
供
、
市
災
害

対
策
本
部
か
ら
得
た
情
報
を
議
員
を
通
じ

て
市
民
へ
提
供
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
、
議
員
改
選
後
、
最
初
の
年

度
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
本
計
画
を
よ
り

実
効
性
の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
の
訓
練

な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

　
全
議
員
を
対
象
と
し
て
、
９
月
２
日
に

は
連
絡
体
制
の
確
保
に
つ
い
て
、
改
め
て

確
認
す
る
た
め
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
が
運
用
す
る

災
害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル（
171
）や
災
害
用

伝
言
板
に
つ
い
て
実
地
訓
練
を
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、
９
月
25
日
に
は
本
計
画
の
要

点
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
す
る
た
め
の
研

修
も
行
い
ま
し
た
。

　
今
後
も
本
計
画
の
実
効
性
を
さ
ら
に
高

め
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検

証
、
点
検
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
見
直

し
を
図
る
と
と
も
に
、
万
が
一
、
大
規
模

な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
本
計
画
に

基
づ
き
、
市
議
会
と
し
て
と
る
べ
き
行
動

を
的
確
に
判
断
し
、
市
と
連
携
し
て
早
期

復
旧
・
復
興
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

こ

議
会
事
務
局
議
事
課（
☎
231-

４
１
２
１
）

■第４回定例会（12月）
<午前10時開始予定/傍聴可能>
日 曜日 会議など
3 火 本会議（提案説明など）

４～6 水～金 常任委員会
７・8 土・日 休会

９ 月 常任委員会
10 火 休会（整理日）

11～13 水～金 本会議（一般質問）
14・15 土・日 休会
16・17 月・火 本会議（一般質問）

18 水 本会議（表決など）

議会の情報は下関市のホームページから
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

	 「第２次下関市住民自治によるまちづく	
	 り推進計画（素案）」への意見募集
え閲覧場所＝市役所本庁舎新館1階エントランス、
各総合支所、本庁12支所、まちづくり政策課など　
※市ホームページにも掲載　か意見提出＝11月５日
～12月４日（水/必着）に所定の様式に意見を書いて、
直接か郵送、ファクス、Eメールでまちづくり政策
課（〒750-8521市内南部町１番１号　Bskshimin@
city.shimonoseki.yamaguchi.jp）へ。 ※閲覧場所設
置の意見提出箱に投函も可　※電話や口頭での意見の
提出は不可　※詳しくは問い合わせを
こまちづくり政策課（☎231-1261　6231-1809）

お知
らせ

	 11月18日～24日は全国一斉	
	 女性の人権ホットライン強化週間
配偶者やパートナーからの暴力、職場における各種ハ
ラスメント、ストーカー行為など女性をめぐる人権問
題解決のため、期間中は時間を拡大し、法務局職員や
人権擁護委員が電話で相談を受け、助言します。
け11月18日 ～24日 午 前 ８ 時30分
～午後７時　※土・日曜日は午前10
時～午後５時　
●専用電話番号＝0570-070-810
こ人権・男女共同参画課

（☎222-0827）

お知
らせ 	 住民票への旧氏の記載について	

希望される方は申請により住民票へ旧氏（姓）の記載
ができるようになります。住民票の写し、住民票記載
事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書な
どに旧氏が記載されるようになります。
い11月５日（火）から　え市民サービス課、各総合
支所市民生活課、本庁各支所　が本人確認のための
書類（免許証など）および旧氏を証明するための書類

（戸籍謄本など）
こ市民サービス課（☎231-1192）

お知
らせ

	 ボートレース下関11月の	
	 開催日程&イベント

【レース】 ▽10日～13日＝COME ON ！ FM CUP　 ▽16日
～22日＝ニッカン・コム杯　 ▽25日～28日＝西日本ス
ポーツ杯　【イベント】 ▽10日＝出場女子レーサー（芦
村選手（予定）他）によるお出迎え!!　 ▽17日＝元AKB48
増田有華トークステージ　 ▽13・22・28日＝ウイニン
グ花火　●秋はM

モ ー ヴ ィ

ooovi下関で遊ぼう!!　あ６カ月～12
歳　いボートレース下関開催日　 ▽土・日曜日、祝日…
午前10時～午後１時、午後２時～５時　 ▽平日…午後
２時～５時　き１人300円　※保護者同伴　
こボートレース下関（☎246-1161）

お知
らせ

▲議場で行われた研修の様子

21	 市報しものせき　11月号 あ…対象　い…日時　け…期間　え…場所　げ…内容　う…講師　ぎ…定員
き…参加費など　が…持参する物　か…申込方法　お…共通事項　こ…問合先マークの見方

お知らせ
初
　
校


